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○ 大和平野受益地情報利活用推進事業費補助金 一部改正新旧対照表 （下線の部分は改正部分）改 正 後 現 行第１条～第８条【略】 第１条～第８条【略】（状況報告） 〔新設〕第９条 補助の指令を受けた者は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在において、事業遂行状況調書（別紙５）を作成し知事に提出しなければならない。この要綱は令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。（様式） （様式）第１号様式～第４号様式【略】 第１号様式～第４号様式【略】（第５号様式） 〔新設〕遂 行 状 況 報 告 書 文 書 番 号年 月 日奈良県知事 殿 住 所事業主体代 表 者大和平野受益地情報利活用推進事業費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり報告します。事業名地区名 年度 費目 予算額 出来高 進捗率 備考（円） Ａ （円）Ｂ Ｂ/Ａ(％) （発注予定時期、設計額、入札日、繰越予定額）事業費事務費計事業費事務費計事業費事務費計別紙１～別紙４【略】 別紙１～別紙４【略】


